
 

 

 

 

横浜地本情報第１７７号で周知の通り、営業職場

でカスタマーハラスメントが発生した際に、対応し

た社員は勉強会で指導された内容に基づいて毅

然と対応したにもかかわらず、応援に来た管理者

がきちんと対応せず、「社員の言葉足らず」として

切符が販売されるということがありました。 

 現場の声を受け、ＪＲ東労組横浜地本は横地申第

１７号「カスタマーハラスメントに遭遇した社員へ

のフォロー体制と、管理者による毅然とした対応

を求める申し入れ」を４月２５日に横浜支社へ提出

しています。 

カスタマーハラスメント勉強会で指導されてい

る内容が各職場で実行されているのか？管理者

による毅然とした対応や、フォロー体制は確立し

ているのか？誰もが安全で安心して働ける環境を

求めていくために「緊急アンケート」を通じた実態

調査を行います。 
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